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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の各駐車場に対応して設置され、該各駐車場の利用履歴情報を生成する１以上の駐
車装置と、
　前記駐車装置とネットワークを介して接続され、前記利用履歴情報を前記複数の駐車装
置から受信すると、該受信した各利用履歴情報を統合して、駐車場の利用者ごとの履歴統
合情報を生成する利用管理装置と、
　を有し、
　前記利用管理装置は、前記利用者が複数の車両を保有すると認識した場合、該利用者の
複数の車両の情報を前記駐車装置へ送信し、該複数の車両のうち駐車する車両を示す情報
を前記駐車装置から受信すると、該受信した車両を示す情報に基づいて、前記利用者ごと
の履歴統合情報を生成することを特徴とする駐車場利用管理システム。
【請求項２】
　前記駐車装置は、前記駐車場に駐車する車両の駐車時間を含む前記利用履歴情報を前記
利用管理装置へ送信することを特徴とする請求項１記載の駐車場利用管理システム。
【請求項３】
　前記駐車装置は、前記利用者が駐車場に駐車させる車両が電動車両である場合に、前記
車両に対して駐車の際に充電を行い、該充電量を含む前記利用履歴情報を生成し、該生成
した充電量を含む利用履歴情報を前記利用管理装置へ送信することを特徴とする請求項１
又は２記載の駐車場利用管理システム。
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【請求項４】
　前記各駐車場の利用料金の算定基準に係る情報を格納する管理サーバをさらに有し、
　前記管理サーバは、前記履歴統合情報を前記利用管理装置から受信すると、該受信した
履歴統合情報に基づいて、前記駐車場の利用に係る課金情報を前記利用者ごとに生成する
ことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の駐車場利用管理システム。
【請求項５】
　前記利用管理装置は、物品を収納可能な収納ボックスを１以上備えた収納装置であって
、
　認証が成功すると、前記収納ボックスを開扉することを特徴とする請求項１から４のい
ずれか１項に記載の駐車場利用管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、駐車場利用管理システムに関し、特に、１以上の駐車場の利用に係る履歴情
報を提供する駐車場利用管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、集合住宅における居住者用の駐車場等においては、その料金を月極めで徴収す
る。
　しかしながら、レンタカーやカーシェア等、短時間だけ利用したいというニーズがあり
、月極めではなく使用した分だけ駐車料金を支払いたいという利用者側（居住者側）から
の要望も多い。
【０００３】
　また、電動車両が普及してきた近年では、駐車場において、単に駐車だけではなく、充
電サービス等の付加的なサービスを提供するものも増えてきており、これらサービスにつ
いても、集合住宅の管理会社等のサービス提供側は、その利用状況を的確に把握し、その
利用内容に応じた公平な課金を行うことが望まれている。
【０００４】
　上記のような駐車場の利用内容に応じた課金を行う従来技術の１つとして、特許文献１
が開示するところの車両の充電管理システムが提案されている。
　特許文献１の車両の充電管理システムでは、運転者は、駐車場の任意の駐車位置に駐車
し、車両のプラグをその駐車位置に設けられた充電用端末のコンセントに接続して車両を
充電可能状態とした後、携帯電話機等を使用し、その充電用端末に貼り付けられているバ
ーコードを読み取り、その読み取った情報を充電管理サーバーに送信する。
　すると、充電管理サーバーでは、上記の運転者の携帯電話機等から電送されたバーコー
ド情報に基づいて充電用端末を特定し、その充電用端末に対する給電を許容するための給
電許容信号を分電盤に出力し、当該充電用端末による車両への充電を許容する。この際、
充電管理サーバーは充電の開始時刻を認識することができる。
　そして、充電が終了すると、充電管理サーバーは、車両から充電終了通知を受け取るの
で、充電の終了時刻を認識し、充電時間の情報を獲得することができるとともに、この充
電時間に基づいて充電料金を課金することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１５４６３５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１の車両の充電管理システムは、利用者が１つの決まった
駐車場を利用する場合には、その利用状況を把握したり、課金したりするこことはできる
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ものの、異なる利用環境の複数の駐車場にまたがって利用する場合には、これら複数の駐
車場の利用状況を総合的に把握し、まとめて課金することは困難であるという問題がある
。
　例えば、大規模な集合住宅や社屋の場合、平面駐車場か立体駐車場か、充電サービスの
可否等複数の異なる利用環境の複数の駐車場が設けられ、利用者はこれら複数の駐車場を
日替わりで利用することも想定されるが、上記特許文献１の車両の充電管理システムは、
これら複数の駐車場の利用状況を総合的に管理したり、その利用料金の課金処理を行った
りすることは困難である。
【０００７】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、例えば、ある利用者が異なる料金
環境下にある複数の駐車場を日替わりで利用するといったような場合であっても、複数の
駐車場の利用状況を容易に把握して、その利用状況に応じた的確な課金処理を可能とする
駐車場利用管理システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　かかる目的を達成するため、本発明における駐車場利用管理システムは、複数の各駐車
場に対応して設置され、各駐車場の利用履歴情報を生成する１以上の駐車装置と、駐車装
置とネットワークを介して接続され、利用履歴情報を複数の駐車装置から受信すると、受
信した各利用履歴情報を統合して、駐車場の利用者ごとの履歴統合情報を生成する利用管
理装置と、を有し、利用管理装置は、利用者が複数の車両を保有すると認識した場合、利
用者の複数の車両の情報を駐車装置へ送信し、複数の車両のうち駐車する車両を示す情報
を駐車装置から受信すると、受信した車両を示す情報に基づいて、利用者ごとの履歴統合
情報を生成することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明における駐車場利用管理システムによれば、駐車装置は、駐車場に駐車す
る車両の駐車時間を含む利用履歴情報を利用管理装置へ送信することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明における駐車場利用管理システムによれば、駐車装置は、利用者が駐車場
に駐車させる車両が電動車両である場合に、車両に対して駐車の際に充電を行い、充電量
を含む利用履歴情報を生成し、生成した充電量を含む利用履歴情報を利用管理装置へ送信
することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明における駐車場利用管理システムによれば、各駐車場の利用料金の算定基
準に係る情報を格納する管理サーバをさらに有し、管理サーバは、履歴統合情報を利用管
理装置から受信すると、受信した履歴統合情報に基づいて、駐車場の利用に係る課金情報
を利用者ごとに生成することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明における駐車場利用管理システムによれば、利用管理装置は、物品を収納
可能な収納ボックスを１以上備えた収納装置であって、認証が成功すると、収納ボックス
を開扉することを特徴とする。
【００１３】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せや、本発明の構成要素や表現を方法、装置、シス
テム、コンピュータプログラム、コンピュータプログラムを格納した記録媒体などの間で
相互に置換したものもまた、本発明の態様として有効である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明における駐車場利用管理システムは、複数の各駐車場に対応して設置され、各駐
車場の利用履歴情報を生成する１以上の駐車装置と、駐車装置とネットワークを介して接
続され、利用履歴情報を複数の駐車装置から受信すると、受信した各利用履歴情報を統合
して、駐車場の利用者ごとの履歴統合情報を生成する利用管理装置と、を有するので、例
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えば、ある利用者が異なる料金環境下にある複数の駐車場を日替わりで利用するといった
ような場合であっても、複数の駐車場の利用状況を容易に把握することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施の形態における駐車場利用管理システムの構成を示す図である。
【図２】本発明の実施の形態における収納装置の外観を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態における収納装置の構成を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態における利用者ＤＢのデータ構成の一例を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態における駐車場ＤＢのデータ構成の一例を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態における車両ＤＢのデータ構成の一例を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態における利用履歴ＤＢのデータ構成の一例を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態における履歴統合ＤＢのデータ構成の一例を示す図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態における管理サーバの構成を示す図である。
【図１０】本発明の実施の形態における課金ＤＢのデータ構成の一例を示す図である。
【図１１】本発明の実施の形態における駐車装置の構成を示す図である。また、
【図１２】本発明の実施の形態における駐車装置の外観を示す図である。
【図１３】本発明の実施の形態におけるユーザ端末の構成を示す図である。
【図１４】本発明の実施の形態における駐車場利用管理システムによる履歴統合情報生成
までの動作の流れを示すシーケンスチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
＜概要＞
　本発明の実施の形態における駐車場利用管理システムは、利用者が複数の駐車場を利用
する場合に、その利用料金を合算して利用者に対して請求可能なシステムである。
　上記複数の駐車場は、平置き、立体式、自走式、機械式等その種類・形態が互いに異な
っていてもよい。また、それぞれ駐車場ごとに、運営事業者及び料金体系が異なっていて
もよい。
　以下、本実施の形態では、一例として、集合住宅の周囲に複数の駐車場が配置され、こ
れら複数の駐車場に、その集合住宅の居住者、来訪者又は宅配等の業者が電動車両を駐車
する。
　つまり、利用者は、前回は駐車場Ａ、今回は駐車場Ｂというように、複数の駐車場を任
意に選択して駐車し、駐車場利用管理システムは、これら複数の駐車場の利用状況を各利
用者ごとに管理する。
【００１７】
＜構成＞
（１）駐車場利用管理システムの構成
　図１は、本発明の実施の形態における駐車場利用管理システムの構成を示す図である。
　図に示すように、本実施の形態における駐車場利用管理システムは、集合住宅に設置さ
れて宅配ロッカー等として機能するとともに、駐車場における利用状況（利用履歴情報）
を集約し管理する利用管理装置として機能する収納装置１０と、収納装置１０から利用履
歴情報を受信して、その受信した利用履歴情報に基づいて課金情報を生成する管理サーバ
２０と、各駐車場Ａ，Ｂ，Ｃ，…にそれぞれ設置され、駐車中の電動車両に対して充電を
行うとともに、その駐車や充電に係る利用履歴情報を生成して収納装置１０へ送信する駐
車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…と、上記収納装置１０が設置される集合住宅の居住者
等が操作する情報処理装置であるユーザ端末４０とを有して構成される。
【００１８】
（２）収納装置１０の構成
　収納装置１０は、例えば集合住宅の共用部等に設置される収納装置であって、上述のと
おり、当該集合住宅の居住者等により宅配ロッカー等として使用される。
　図２は、本発明の実施の形態における収納装置１０の外観を示す図である。
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　また、図３は、本発明の実施の形態における収納装置１０の構成を示す図である。
　以下、これら図を用いて、本実施の形態における収納装置１０の構成について説明する
。
【００１９】
　図２，３に示すように、収納装置１０は、ＣＰＵ等から構成され収納装置１０全体の動
作制御を行うとともに、各駐車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…から受信して収集した利
用履歴情報を統合する制御部１１と、宅配ロッカーサービスにおける配送物等を収納する
１以上の収納ボックスを備えた収納部１２と、上記利用履歴情報、居住者及び駐車場Ａ，
Ｂ，Ｃ，…等の各種情報を格納する情報格納部１３と、各種キーを備え情報入力が可能で
あるとともに、カードキー（利用者のＩＤカード）等の情報の読取機能を備える操作部１
４と、各種情報を表示する表示部１５と、接続されるネットワーク１００を介して情報の
送受信を行う通信部１６とを有して構成される。
【００２０】
　制御部１１は、上述のように収納装置１０全体の動作制御を行うとともに、各駐車装置
３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…から受信して収集した利用履歴情報を各利用者（居住者）ご
とに統合して、履歴統合情報を生成する。
【００２１】
　情報格納部１３は、上述のとおり、駐車に係る様々な情報を格納し、特に、利用者であ
る居住者の個人情報を管理する利用者データベース（ＤＢ）１３１と、居住者の車両を駐
車する集合住宅の駐車場Ａ，Ｂ，Ｃ，…に関する情報を管理する駐車場データベース（Ｄ
Ｂ）１３２と、居住者の車両に関する情報を管理する車両ＤＢ１３３と、各駐車場Ａ，Ｂ
，Ｃ，…の利用履歴情報を管理する利用履歴データベース（ＤＢ）１３４と、その利用履
歴情報を各居住者ごとに統合した履歴統合情報を管理する履歴統合データベース（ＤＢ）
１３５とを格納する。
【００２２】
　操作部１４は赤外線通信等を用いた情報読取手段や情報入力に用いる各種キー等を備え
ている。
　例えば、居住者は、自身の利用者ＩＤ及びパスワードが書き込まれた情報記録媒体であ
るＩＤカードを操作部１４に近付ける等すると、操作部１４に備えられた情報読取手段は
、ＩＤカード内の利用者ＩＤ及びパスワードを読み取る。これら読み取られた利用者ＩＤ
及びパスワードは、居住者の認証に用いられる。
　居住者は、そのＩＤカードの読取に代えて、操作部１４に備えられた各種キーを用いて
、自身の利用者ＩＤ及びパスワードを直接入力するようにしてもよい。
　また、居住者は、操作部１４を用いて、充電時間の指定を行うこともできる。
【００２３】
　表示部１５は、各種情報を表示する。
　表示部１５は、操作部１４と一体に構成され、タッチパネルとして機能するようにして
もよい。
【００２４】
　通信部１６は、居住者の駐車に関する履歴情報である利用履歴情報をネットワーク１０
０を介して収納装置１０へ送信する。
　また、通信部１６は、上記操作部１４により入力された情報（例えば、認証用の利用者
ＩＤ及びパスワード等）をネットワーク１００を介して収納装置１０へ送信するとともに
、それら認証用の利用者ＩＤ及びパスワードに基づいて行われた認証結果を収納装置１０
から受信する。
【００２５】
　次に、上記情報格納部１３に格納されている各データベース１３１～１３５のデータ構
成について説明する。
【００２６】
　利用者ＤＢ１３１は、居住者等の車両を駐車して駐車場利用管理システムを利用する利
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用者の個人情報を管理するデータベースである。
　図４は、本発明の実施の形態における利用者ＤＢ１３１のデータ構成の一例を示す図で
ある。
　図に示す例では、利用者ＤＢ１３１は、氏名と、居住する集合住宅の部屋番号と、電話
番号と、メールアドレスと、自身の車両を識別する固有の車両ＩＤと、パスワード等の認
証情報と、金融機関の口座番号やクレジットカード番号等の課金個人情報とを、居住者を
識別する固有の利用者ＩＤに紐付けて管理する。
【００２７】
　駐車場ＤＢ１３２は、各駐車場Ａ，Ｂ，Ｃ，…それぞれの駐車スペースを現在どの居住
者のどの車両が駐車しているか等を管理するデータベースである。
　図５は、本発明の実施の形態における駐車場ＤＢ１３２のデータ構成の一例を示す図で
ある。
　図に示す例では、駐車場ＤＢ１３２は、充電設備の有無と、現在利用（駐車）している
居住者の利用者ＩＤと、現在駐車している車両の車両ＩＤとを、駐車場を識別する固有の
駐車場ＩＤ及び当該駐車場における１以上の駐車スペースから特定のスペースを識別する
駐車スペースＩＤに紐付けて管理する。
【００２８】
　車両ＤＢ１３３は、居住者等が駐車場に駐車させる車両に関する情報を管理するデータ
ベースである。
　図６は、本発明の実施の形態における車両ＤＢ１３３のデータ構成の一例を示す図であ
る。
　図に示す例では、車両ＤＢ１３３は、車両を所有する居住者の利用者ＩＤと、当該車両
の車種を表す車種コードとを、車両個々を識別する固有の車両ＩＤに紐付けて管理する。
　上記車種コードは、車両を用途や型等で分類した種類であり、例えば、ＥＶ車であるか
どうか、軽自動車か、排気量、セダンかワゴンか等の基準により分類される。
【００２９】
　利用履歴ＤＢ１３４は、各駐車場Ａ，Ｂ，Ｃ，…の各駐車スペースにおける利用履歴情
報を管理するデータベースである。
　図７は、本発明の実施の形態における利用履歴ＤＢ１３４のデータ構成の一例を示す図
である。
　図に示す例では、利用履歴ＤＢ１３４は、ある日付けにおいて（１２月１５日）、各駐
車場Ａ，Ｂ，Ｃ，…の各駐車スペース１，２，３，…において、利用（駐車）している車
両の車両ＩＤと、当該車両を所有する利用者ＩＤと、当該車両の駐車開始・終了時刻と、
充電開始・終了時刻とを管理する。
【００３０】
　履歴統合ＤＢ１３５は、上記利用履歴ＤＢ１３４で管理されている利用履歴情報を各利
用者ごとに統合して生成した履歴統合情報を管理するデータベースである。
　図８は、本発明の実施の形態における履歴統合ＤＢ１３５のデータ構成の一例を示す図
である。
　図に示す例では、履歴統合ＤＢ１３５は、ある利用者において（利用者ＩＤ「０００１
」の居住者）、各日付ごと（１２月１，２，３，４日，…）の履歴統合情報が管理されて
おり、各日の履歴統合情報には、当該利用者が駐車した駐車場ＩＤ及び駐車スペースＩＤ
と、駐車した車両の車両ＩＤと、当該車両の車種を表す車種コードと、当該車両の当該駐
車スペースにおける駐車時間及び充電時間とを、各利用日ごとに互いに対応付けて管理す
る。
【００３１】
（３）管理サーバ２０の構成
　管理サーバ２０は、例えば、集合住宅の管理事業者により管理されるサーバ装置であり
、収納装置１０から上述の履歴統合情報を受信し管理するとともに、この受信した履歴統
合情報に基づいて、利用者（居住者）による駐車場Ａ，Ｂ，Ｃ，…の利用料金（駐車料金



(7) JP 6543502 B2 2019.7.10

10

20

30

40

50

及び充電料金）の額を算出して課金処理を行う。
【００３２】
　図９は、本発明の第１の実施の形態における管理サーバ２０の構成を示す図である。
　図に示すように、管理サーバ２０は、ＣＰＵ等により構成され、管理サーバ２０全体を
制御する制御部２１と、各種情報を格納する情報格納部２２と、接続されるネットワーク
１００を介して情報の送受信を行う通信部２３とを有して構成される。
【００３３】
　情報格納部２２は、本実施の形態における駐車場利用管理システムが居住者に対して提
供する駐車サービスに係る各種情報を各データベース等において管理して格納する。
　情報格納部２２は、居住者等の車両を駐車して駐車場利用管理システムを利用する利用
者の個人情報を管理するデータベースである利用者ＤＢ２２１と、各駐車場Ａ，Ｂ，Ｃ，
…それぞれの駐車スペースを現在どの居住者のどの車両が駐車しているか等を管理するデ
ータベースである駐車場ＤＢ２２２と、居住者等が駐車場に駐車させる車両に関する情報
を管理するデータベースである車両ＤＢ２２３と、収納装置１０から送信された上記履歴
統合情報を管理するデータベースである履歴統合ＤＢ２２５と、履歴統合情報に基づいて
行う課金について、その課金される料金の算定基準を管理するデータベースである課金基
準ＤＢ２２６と、上記履歴統合情報を課金基準ＤＢ２２６において管理される算定基準に
基づいて算定した課金情報を管理するデータベースである課金ＤＢ２２７とを格納する。
　上記利用者ＤＢ２２１、駐車場ＤＢ２２２、車両ＤＢ２２３及び履歴統合ＤＢ２２５は
、収納装置１０に格納される利用者ＤＢ１３１、駐車場ＤＢ１３２、車両ＤＢ１３３及び
履歴統合ＤＢ１３５とそれぞれ同様のデータ構成であるとしてよい。
【００３４】
　課金基準ＤＢ２２６は、上述のとおり、管理サーバ２０が、収納装置１０から受信した
履歴統合情報に基づいて駐車料金及び充電料金を算定し、課金情報を生成して課金処理を
行う際の算定基準の情報（算定基準情報）を管理するデータベースである。
　算定基準情報は、各駐車場Ａ，Ｂ，Ｃ，…における各駐車スペースの算定基準が含まれ
る。
　例えば、上記算定基準は、「駐車場Ａの駐車スペース「１」では、駐車３０分までは２
００円、以降３０分経過ごとにプラス１５０円、ただし３時間以上は１，５００円」とい
ったように定められる。
　また、駐車させる車両の車種に応じて、利用料金の額を定めるようにしてもよい。
【００３５】
　課金ＤＢ２２７は、上述のとおり、課金基準ＤＢ２２６において管理される算定基準に
基づいて算出された駐車場の利用料金を各利用者ごとに管理するデータベースである。
　図１０は、本発明の実施の形態における課金ＤＢ２２７のデータ構成の一例を示す図で
ある。
　図に示す例では、課金ＤＢ２２７は、利用者ＩＤ「０００１」の利用者による複数の駐
車場の利用料金を統合して管理している。図の例では、利用者は、駐車場Ａ，Ｂ，Ｃを利
用しており、課金ＤＢ２２７は各駐車場Ａ，Ｂ，Ｃ，…における駐車料金及び充電料金を
管理しており、これら利用料金の総計額も示されている。
　このように、利用者が課金体系の異なる複数の駐車場を利用した場合であっても、課金
ＤＢ２２７は、その利用に応じた料金を管理するとともに、その総計額も管理しているの
で、管理事業者は、まとめてその総計額を利用者に請求し、利用者がその請求額を支払う
ことができ、複雑な請求・支払手続を簡素化することができる。
【００３６】
（４）駐車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…の構成
　図１１は、本発明の実施の形態における駐車装置３０Ａの構成を示す図である。また、
図１２は、本発明の実施の形態における駐車装置３０Ａの外観を示す図である。
　以下、これら図１１，１２を用いて、駐車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…の構成につ
いて説明するが、駐車装置３０Ｂ，３０Ｃ，…の構成も、これら図１１，１２に示される
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駐車装置３０Ａの構成と同様であるとする。
　なお、上述のように、駐車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…は、それぞれ駐車場Ａ，Ｂ
，Ｃ，…に設置される。
【００３７】
　図１１，１２に示すように、駐車装置３０Ａは、ＣＰＵ等により構成され、駐車装置３
０Ａ全体を制御する制御部３１と、情報を格納する情報格納部３２と、接続されるネット
ワーク１００を介して情報の送受信を行う通信部３３と、可動式の車止めやといった立体
駐車システム等駐車に係る各種機器を含む駐車部３４と、電動車両に充電を行う充電器及
び充電ケーブル等から構成される充電部３５と、各種キーやカードキー等の情報の読取手
段等を備え、これを用いて情報入力を行うことにより駐車場Ａの各種利用手続きが可能な
操作部３６と、各種情報を表示する表示部３７とを有して構成される。
【００３８】
　図１１に示すように、情報格納部３２は、利用履歴ＤＢ３２４を格納する。
　利用履歴ＤＢ３２４において管理される利用履歴情報の内容は、原則、上記収納装置１
０の利用履歴ＤＢ１３４において管理される利用履歴情報と同様であるが、当該駐車装置
３０Ａが設置される駐車場Ａにおける利用履歴情報に限られる。
　駐車装置３０Ａは、操作部３６により入力された情報や、駐車部３４又は充電部３５の
動作状況を監視することにより、駐車場Ａの各駐車スペースの利用状況（駐車状況、充電
状況）を検出して、利用履歴情報として利用履歴ＤＢ３２４に書き込み、管理する。
　そして、駐車装置３０Ａは、その利用履歴ＤＢ３２４に管理された利用履歴情報を所定
の時期に又は収納装置１０からの要求に応じて収納装置１０へ送信する。
【００３９】
（５）ユーザ端末４０の構成
　ユーザ端末４０は、上述のとおり、収納装置１０が設置される集合住宅の居住者等が操
作する情報処理装置であって、例えば、ＰＣ又は携帯端末（スマートフォン、タブレット
端末、携帯電話機）等である。
【００４０】
　図１３は、本発明の実施の形態におけるユーザ端末４０の構成を示す図である。
　図に示すように、ユーザ端末４０は、ＣＰＵ等により構成され、ユーザ端末４０全体を
制御する制御部４１と、情報を格納する情報格納部４２と、接続されるネットワーク１０
０を介して情報の送受信を行う通信部４３と、各種キーや情報読取手段等を備え、これを
用いて各種操作や情報入力を行うことが可能な操作部４４と、各種情報を表示する表示部
４５とを有して構成される。
【００４１】
（６）ＩＤカードの構成
　また、上述したように、利用者が駐車場に駐車する際に駐車場利用管理システムは認証
を行うが、ＩＤカードは、その際に用いられる認証情報が記録された情報記録媒体である
。記録方式は磁気、光磁気等特に限定されない。また、形状もカード式に限定されず、例
えば、スマートフォン等の記録領域を搭載した携帯端末であってもよい。
　利用者は、駐車場を利用する際に、ＩＤカードを駐車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…
の操作部３６に設けられている情報読取手段に近付ける等して、ＩＤカードに書き込まれ
ている認証情報を読み取らせて認証を行う。
【００４２】
　当該ＩＤカードは、駐車場利用管理システムを利用するための専用のものであってもよ
いし、他の用途にも用いられるものであってもよい。例えば、交通系カードやクレジット
カードであってもよいし、ロッカー（収納装置１０）や集合住宅の共用玄関の解錠に用い
られるカードキー等であってもよい。
【００４３】
　また、当該ＩＤカードには、上述のとおり、利用者ＩＤやパスワード等の認証情報が記
録されているが、これら認証情報は、駐車場利用管理システムを利用するための専用のも
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のであってもよいし、当該ＩＤカードの他の用途においても兼用される認証情報であって
もよい。
【００４４】
　利用者は、駐車場Ａ，Ｂ，Ｃ，…に自分の車両を駐車させる際に、各駐車場Ａ，Ｂ，Ｃ
，…にそれぞれ設置される駐車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…にＩＤカードに記録され
た認証情報を読み取らせて認証を行う。
　認証が成功した場合、利用者は、当該駐車場に駐車が許可され、その駐車の際に電動車
両への充電等のサービスも利用することが可能となる。
　また、利用者は、当該駐車場から出庫する際にもＩＤカードを用いて認証を行う。
　このことにより、駐車場利用管理システムは、各利用者による駐車場の利用時間を管理
することができるようになっている。
【００４５】
＜動作＞
（１）利用履歴情報の統合処理
　以下、駐車場利用管理システムによる利用履歴情報の統合処理について説明する。
　図１４は、本発明の実施の形態における駐車場利用管理システムによる履歴統合情報生
成までの動作の流れを示すシーケンスチャートである。
　以下、本図に沿って、駐車場利用管理システムによる動作の説明を進める。
【００４６】
　まず、利用者は、電動車両を駐車スペースに駐車させた後、ＩＤカードを駐車装置３０
Ａの操作部３６に近付ける等して、当該ＩＤカードに書き込まれている認証情報（利用者
ＩＤ・パスワード）を読み取らせて入力する（ステップＳ１０１）。
　駐車装置３０Ａは、その読み取った認証情報を収納装置１０へ送信する（ステップＳ１
０２）。
【００４７】
　収納装置１０は、駐車装置３０Ａから認証情報を受信すると、認証処理を行う（ステッ
プＳ１０３）。
　認証処理は、例えば、収納装置１０の制御部１１が、その受信した認証情報（利用者Ｉ
Ｄ・パスワード）と、利用者ＤＢ１３１に管理されている利用者ＩＤ・パスワードの組み
合わせとを照合することにより行われる。このとき、利用者ＩＤ・パスワードの組み合わ
せが一致であれば認証成功、不一致であれば認証失敗と判断される。
　収納装置１０は、当該認証結果を駐車装置３０Ａへ送信する（ステップＳ１０４）。
【００４８】
　駐車装置３０Ａは、収納装置１０から認証結果を受信すると、その受信した認証結果が
成功であるか否かを判断する（ステップＳ１０５）。
　認証結果が失敗である場合には（ステップＳ１０５／Ｎｏ）、そのまま処理が終了し、
利用者に対して駐車が許可されない。
　一方、認証結果が成功である場合には（ステップＳ１０５／Ｙｅｓ）、駐車装置３０Ａ
の制御部３１は、当該利用者の駐車時間の計時を開始し、その開始時刻を利用履歴ＤＢ３
２４に書き込む（ステップＳ１０６）。
　このとき、駐車開始時刻とともに、該当する利用者ＩＤ及び駐車スペースを対応付けて
書き込むが、以下、駐車（充電）の開始（終了）時刻を利用履歴ＤＢ３２４に書き込む際
には、同様に、該当する利用者ＩＤ及び駐車スペースを対応付けて書き込むものとする。
【００４９】
　次に、制御部３１は、駐車の際に充電サービスを利用するか否かを利用者に選択させる
ための選択画面を表示部３７に表示させる（ステップＳ１０７）。
　例えば、この選択画面上には、充電サービスの利用開始について「Ｙｅｓ」ボタン、「
Ｎｏボタン」が配置され、利用者は、操作部３６を用いて選択可能に構成される。
　ここで、充電サービスの利用が選択されなかった場合（ステップＳ１０８／Ｎｏ）、ス
テップＳ１１２の処理が行われる（後述する）。
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【００５０】
　一方、充電サービスの利用開始について選択された場合（ステップＳ１０８／Ｙｅｓ）
、充電部３５は、利用者の電動車両への充電を開始するとともに、制御部３１は、充電時
間の計時を開始し、その開始時刻を利用履歴ＤＢ３２４に書き込む（ステップＳ１０９）
。
【００５１】
　その後、駐車させたまま充電が完了した場合には（ステップＳ１１０／Ｙｅｓ）、制御
部３１は、充電時間の計時を終了し、その終了時刻を利用履歴ＤＢ３２４に書き込む（ス
テップＳ１１１）。
　そして、制御部３１は、駐車時間の計時を終了し、その終了時刻を利用履歴ＤＢ３２４
に書き込む（ステップＳ１１３）。
【００５２】
　充電開始後（ステップＳ１０９）、充電未完了のままの状態において（ステップＳ１１
０／Ｎｏ）、利用者が電動車両を出庫させるため、当該駐車スペースに戻り、操作部３６
を用いて、再度、認証情報を入力させる等して駐車場の利用を終了する旨の情報を入力す
ると（ステップＳ１１４／Ｙｅｓ）、制御部３１は、完了前に充電を停止させ、駐車時間
及び充電時間の計時を終了し、それらの終了時刻を利用履歴ＤＢ３２４に書き込む（ステ
ップＳ１１５）。
【００５３】
　駐車時間の計時終了後（ステップＳ１１３又はＳ１１５）、駐車装置３０Ａは、上記利
用履歴ＤＢ３２４に書き込んだ駐車時間及び充電時間を含む利用履歴情報を収納装置１０
へ送信する（ステップＳ１１６）。
【００５４】
　収納装置１０は、駐車装置３０Ａから利用履歴情報を受信すると、利用履歴ＤＢ１３４
に格納する。
　次に、納装置１０の制御部１１は、当該格納した利用履歴情報に基づいて、駐車場ＤＢ
１３２において管理されている駐車場の利用状況の情報を更新する（ステップＳ１１６）
。
　ここでは、駐車場ＤＢ１３２においては、例えば、各駐車装置３０Ａの駐車スペース「
２」に利用者ＩＤ「０００６」の車両ＩＤ「１００５５」の電動車両が駐車中である旨が
書き込まれ、更新される。
　このように、収納装置１０が、利用履歴情報を駐車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…か
ら受信すると、駐車場ＤＢ１３２において管理されている各駐車場の利用状況の情報が更
新される。
【００５５】
　次に、収納装置１０は、利用履歴ＤＢ１３４に管理されている利用履歴情報から、同一
利用者のものを抽出し、これらを統合し、利用者ごとに履歴統合情報を生成し、履歴統合
ＤＢ１３５に格納する（ステップＳ１１７）。
【００５６】
　その後、所定の時期に、収納装置１０は、その履歴統合ＤＢ１３５において管理されて
いる履歴統合情報を管理サーバ２０へ送信し、管理サーバ２０は、その履歴統合情報を履
歴統合ＤＢ２２５に格納して管理する。
　管理サーバ２０は、その履歴統合ＤＢ２２５に管理されている履歴統合情報を用い、課
金基準ＤＢ２２６に格納されている算定基準に基づいて、各利用者ごとに課金情報を生成
し、課金ＤＢ２２７に書き込む。
　そして、管理事業者は、図示しない端末を用いてネットワーク１００を介して管理サー
バ２０にアクセスし、上記課金ＤＢ２２７内の課金情報を参照し、当該参照した課金情報
の内容に応じて、当該利用者に対して複数の駐車場の利用料金をまとめた金額の請求を行
う。
　このように、管理事業者は、各駐車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…の全ての駐車場の
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運営事業者等に対して利用料金の請求額を尋ねるという煩雑な作業を行うことなく、容易
に利用者による利用状況を把握でき、その利用料金を請求することが可能となる。
【００５７】
　なお、利用者ＤＢ１３１において、同一の利用者に複数の車両ＩＤが対応付けられてい
る場合、すなわち、複数の車両を保有している場合には、収納装置１０は、認証成功後に
、上記複数の車両ＩＤを抽出し、当該車両ＩＤに対応する、利用者の保有する複数の車両
の車種などを示す情報を駐車装置３０Ａへ送信する。
　駐車装置３０Ａは、その利用者の保有する複数の車両の車種などを示す情報を受信する
と、表示部３７上に表示する。
　利用者は、操作部３６を用いて、その複数の車種名などから今回駐車させる車両に該当
するものを選択し、駐車装置３０Ａは、その選択した車種などの情報を収納装置１０へ送
信する。
　収納装置１０は、その選択した車種などの情報を駐車装置３０Ａから受信すると、その
受信した車種の情報に基づいて、駐車場の利用料金の算出等を行う。
【００５８】
（２）利用状況の確認処理
　上記ステップＳ１１６の処理において説明したように、収納装置１０は、利用履歴情報
を駐車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…から受信すると、その受信した利用履歴情報を利
用履歴ＤＢ１３４に格納するとともに、その利用履歴情報に基づいて駐車場ＤＢ１３２の
更新を行う。
　このように、駐車場ＤＢ１３２では、各駐車場Ａ，Ｂ，Ｃ，…の現在の利用状況を管理
する。
【００５９】
　利用者は、ユーザ端末４０を用いて、上記駐車場ＤＢ１３２で管理される集合住宅周辺
の各駐車場Ａ，Ｂ，Ｃ，…の利用状況を確認することができる。
　利用者は、ユーザ端末４０の操作部４４を操作して、ネットワーク１００を介して収納
装置１０にアクセスすると、収納装置１０は、駐車場ＤＢ１３２に管理されている各駐車
場Ａ，Ｂ，Ｃ，…の利用状況を示す情報を抽出し、ユーザ端末４０へ送信する。
　ユーザ端末４０は、その利用状況を示す情報を収納装置１０から受信すると、表示部４
５上に表示し、利用者はこれを見て、各駐車場Ａ，Ｂ，Ｃ，…における自分の車両のタイ
プに合った駐車スペースの空き状況を容易に確認することができる。
【００６０】
＜実施形態のまとめ＞
　以上説明したように、本実施の形態における駐車場利用管理システムは、各駐車場Ａ，
Ｂ，Ｃ，…に設置された駐車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…が、利用者による駐車場の
利用状況を監視し、その利用時間を含む利用履歴情報を生成し、収納装置１０が、これら
各利用履歴情報を駐車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…からそれぞれ受信し、これら受信
した利用履歴情報を統合して履歴統合情報を生成し、管理サーバ２０は、当該履歴統合情
報に基づいて、各利用者ごとに複数の駐車場の利用に基づく課金情報を生成するので、各
駐車場の運営事業者が独自の課金手段を有していない場合でも、自身が運営する又は設置
した駐車場の利用状況（利用者、利用時間等）を集合住宅等の管理事業者に対して容易に
知らせることが可能となる。
　また、集合住宅等の管理事業者は、各駐車場の運営事業者に対して当該各駐車場の利用
状況を聞いて回るという煩雑な作業を行うことなく、利用者による複数の料金体系の異な
る各駐車場の利用状況をまとめて容易に把握でき、その利用料金を請求することが可能と
なる。
　また、利用者は、利用した複数の駐車場の利用料金を個別バラバラに請求されるのでは
なく、まとめて合算した状態で請求されるので、支払手続きを簡素化することができる。
【００６１】
　また、「利用者ＩＤ」、「駐車時刻」、「充電時刻」、「駐車スペースＩＤ」等、各駐



(12) JP 6543502 B2 2019.7.10

10

20

30

40

50

車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…において生成される利用履歴情報の内容等を共通化し
ておくことにより、収納装置１０は、これら各駐車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…から
送信される利用履歴情報を各利用者ごとに容易に統合して、履歴統合情報を生成すること
が可能となる。
【００６２】
　また、本実施の形態における駐車場利用管理システムによれば、集合住宅に既設の収納
装置１０の動作全体を制御する制御部１１が、利用履歴情報に基づいて履歴統合情報を生
成するので、履歴統合情報を生成するための専用の機器を新たに設置する必要がなく、そ
の設置コストを軽減させることができる。
　さらに、収納装置１０の収納部１２を解錠させる際に入力する利用者ＩＤ及びパスワー
ドのうちの少なくとも１つを上記利用者ＤＢ１３１，２２１で管理し、駐車場Ａ，Ｂ，Ｃ
，…を利用する際に入力する認証情報（利用者ＩＤ、パスワード）としても用いるように
構成することにより、新たに、駐車場の利用サービスのためだけの認証情報を新たに設定
することなく、当該サービスを容易に提供することが可能となる。
　上記のとおり、他のサービスの認証情報を当該駐車場の利用サービスに用いるだけでな
く、これら認証情報が記録された情報記録媒体（ＩＤカード）も共通にすることも可能で
ある。
　すなわち、利用者は共通のＩＤカード内の情報を駐車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…
等の機器に読み取らせて、駐車場の利用サービスの他、様々なサービスを利用可能に構成
してもよい。
【００６３】
　本実施の形態において、上記の収納装置１０、管理サーバ２０、駐車装置３０Ａ，３０
Ｂ，３０Ｃ，…、又はユーザ端末４０は、主にＣＰＵとメモリにロードされたプログラム
によって実現される。ただし、それ以外の任意のハードウェアおよびソフトウェアの組合
せによってこの装置またはサーバを構成することも可能であり、その設計自由度の高さは
当業者には容易に理解されるところである。
　また、上記の収納装置１０、管理サーバ２０、駐車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…、
又はユーザ端末４０をソフトウェアモジュール群として構成する場合、このプログラムは
、光記録媒体、磁気記録媒体、光磁気記録媒体、または半導体等の記録媒体に記録され、
上記の記録媒体からロードされるようにしてもよいし、所定のネットワークを介して接続
されている外部機器からロードされるようにしてもよい。
【００６４】
　なお、上記の実施の形態は本発明の好適な実施の一例であり、本発明の実施の形態は、
これに限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々変形して実
施することが可能となる。
　例えば、以上説明した実施の形態では、主に集合住宅の居住者が駐車場を利用する場合
について説明したが、居住者以外の者、例えば、集合住宅の居住者宛に配送を行う宅配業
者や居住者の知人が集合住宅を訪れて駐車する場合にも、駐車場利用管理システムを同様
に適用することが可能である。この場合、宅配業者や知人も駐車場の利用開始時及び終了
時にＩＤカードで認証を行う。
【００６５】
　また、本実施の形態では、利用者が自家用車又は社用車を駐車場に駐車したときに、駐
車場利用管理システムは、その駐車場の利用料金について課金処理を行うものであるが、
はじめから駐車場に駐車している車両を利用者が利用するとき、つまり、カーレンタルや
カーシェアを行うときにも、その利用状況（出庫時刻、返却時刻、車種等）を管理し、課
金処理を行うこともできる。
【００６６】
　また、本実施の形態によれば、駐車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…が利用履歴情報を
、収納装置１０が履歴統合情報を、管理サーバ２０が課金情報をそれぞれ生成するが、こ
れら各種情報については、収納装置１０、管理サーバ２０及び駐車装置３０Ａ，３０Ｂ，
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　例えば、収納装置１０は、駐車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…から利用履歴情報を受
信すると、その受信した利用履歴情報に基づいて履歴統合情報を生成するとともに、課金
情報も生成して管理するよう構成してもよい。
【００６７】
　また、本実施の形態では、利用履歴情報が集合住宅に設置された収納装置１０へ送信さ
れ、収納装置１０が、その利用履歴情報に基づいて履歴統合情報を生成していたが、履歴
統合情報を生成する機器としては、この収納装置１０に限定されず、他の装置（利用管理
装置）であってもよい。
　例えば、集合住宅の共用玄関の施錠・解錠の制御装置やその他設備機器が、収納装置１
０に代わって駐車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…から受信した利用履歴情報に基づいて
履歴統合情報を生成し、管理サーバ２０へ送信するようにしてもよい。
【００６８】
　また、図１２に示される駐車装置３０Ａは、充電部３５、操作部３６及び表示部３７が
一体に構成されているが、これらを含め各部位は、図１１に示すように接続されていれば
、分かれて配置されていてもよい。
　例えば、充電部３５が、操作部３６及び表示部３７から離れて設置されていてもよい。
【００６９】
　駐車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…は、利用者ＤＢ１３１等、収納装置１０又は管理
サーバ２０が管理する他のデータベースをさらに備え、利用者の認証情報を読み取ると、
駐車装置３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…自身が認証処理を行ったり、利用履歴情報の統合処
理又は課金情報の生成処理を行ったりするように構成してもよい。
【符号の説明】
【００７０】
　１０　　収納装置
　１１，２１，３１，４１　　制御部
　１２　　収納部
　１３，２２，３２，４２　　情報格納部
　１４，３６，４４　　操作部
　１５，３７，４５　　表示部
　１６，２３，３３，４３　　通信部
　２０　　管理サーバ
　３０Ａ，３０Ｂ，３０Ｃ，…　　駐車装置
　３４　　駐車部
　３５　　充電部
　４０　　ユーザ端末
　１００　　ネットワーク
　１３１，２２１　　利用者ＤＢ
　１３２，２２２　　駐車場ＤＢ
　１３３，２２３　　車両ＤＢ
　１３４，３２４　　利用履歴ＤＢ
　１３５，２２５　　履歴統合ＤＢ
　２２６　　課金基準ＤＢ
　２２７　　課金ＤＢ
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